
 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

エンジェルキッズ豊川園 

入園のしおり兼重要事項説明書 

 



 

1.保育園概要  
名   称    

エンジェルキッズ豊川園 

事業所番号 

2320712100015 

所 在 地     

〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町兎足１−１６ 

TEL 0533-95-1655 

FAX 0533-95-1655 

 

 施設の管理者（園長）   

渥美 悠妃 

 施設概要 

 事業開始年月日：2023 年 4 月 1 日 

 施設種類：事業所内保育施設(認可保育施設)  

施設面積：78.985 ㎡ 保育室・調理室・トイレ・その他 

 

開園時間・休園日 

365 日 8：００～２２：００ 

休園日：・感染症発生の予防及びその万延防止のため保育を実施することができない日 

・震災、風水害、火災その他の災害により保育の実施ができない日 

  

 入所対象および年齢  

1 イオングループ企業とイオンモール豊川内出店の専門店企業に勤める従業員の子ども 

2 地域住民の方の子ども 

上記①・②の生後５７日から未就学児 

 

 定 員  

 

年齢  0 歳 1 歳 2 歳 合計 

定員 従業員枠 １4 名 １９名 

(内地域枠５名) 
地域枠 １名 ２名 ２名 

基準 

職員配置 

 ３：１ ５：１  ６：１ 

※（地域枠５名、従業員枠 １４名) 



 

 嘱 託 医  

・ 内科 

信愛医療療育センター 

愛知県豊川市小坂井町大塚 38 番地１ 

    0533‐95‐0980 

・ 歯科 

みらい歯科こども歯科クリニック 

愛知県豊川市駅前通 2 丁目９８－２ 

   0533‐83－2288 

※嘱託医による定期健康診断は、小児科検診を年２回・歯科検診を年１回実施致します 

 

 

設 置 者 （運営会社） 

株式会社セリオ 

〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目５番１７号 堂島グランドビル８階                                    

TEL 06-6442-0600 

 

 

 

 

 保育園見取り図 
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2.保育方針 

   
保育理念 

 

 

 子ども一人ひとりの発達を保障し、 

豊かな成長を支えます 

          子どもの情緒が安定し、 

いきいきと自らを成長させることができる 

環境を目指します 
 

 

 

保育目標 
 

 

心身ともに健康な子 

夢中で遊べる子 

愛情豊かに育つ子 

 

 

 
 

 

子ども像 

 

自分らしくいてほしいから 

健やかでいてほしいから 

自信をもってほしいから 

何にでも向かってほしいから 

友達を大切にしてほしいから 

やさしく、そっと、子どもたちに寄り添います 

 

 



 

3. 保育内容  
 

０・１歳児クラスについて  
 

～ 1 日の流れ（標準例） ～ 

 

時間 お子さまの活動 

8：０0～ 順次登園 

健康観察 

自由あそび 

９：00～ 
自由あそび 

おさんぽ 

室内あそび 

午前寝 

11：00～ 
昼食 

お昼寝 

14：30～ 
おやつ 

15：00～ 自由遊び 

１8：３０ 夕食 

順次降園 

     ※個々のお子さまの登園・降園時間により１日の流れは変わります。 
       

１・２歳児クラスについて 
 

 

～ 1 日の流れ（一例） ～  

 

時間 お子さまの活動 

8：00～ 

順次登園  

健康観察  

自由遊び   

9：00～ 
戸外遊び 

自由あそび  

運動遊び  

室内遊び など 

11：00～ 
昼食 

お昼寝   

14：30～ 
おやつ  

自由遊び 

18：３０～ 
夕食 

随時降園 

※個々のお子さまの登園・降園時間により１日の流れは変わります。 

 

ミルクは、ご家庭と相

談して、必要なタイミ

ングで飲みます。 



 

   

 
 

 

 

 

 

 

 ハロウィンパ－ティ 

 

端午の節句  保育参加 

個人懇談(全員) 

   保育参加 

個人懇談(希望者) 

 クリスマス会 

 

七夕会 

 

 親子リトミック 

 

 

 節分 

 

   親子リトミック 

 

 ひな祭り会 

お別れ会 

※行事は予定となっております。詳しい日にちは園だよりでお知らせします。 

上記の行事にプラスして、リトミック(希望者のみ：月額 1000 円)を月２回行います。 

4. 食事 
 

子ども達の成長に「食」というものは大きくかかわっていくものです。バランスの良い食事、 

アレルギー食の対応及び季節感のある給食を提供致します。 

 

 

昼食・夕食について 

● ２食目を別途注文される場合は、1 食３００円(税込)となります。 

● 保育時間内の１食(昼食または夕食)は、保育料に含んでおります。 

 

            

アレルギーについて 

● アレルギー除去食については、医師による「食物除去の診断書」が必要となります。状況に

より、弁当の用意をお願いする場合もあります。(用紙は保育園にあります) 

また、アレルギーが改善されて食物除去を完全に解除する場合は医師の指示を受けて保護者

が「除去解除申請書」に記入し、提出することが必要です。(用紙は保育園にあります) 

 

離乳食について 

● 離乳食の開始については、保護者と相談のうえ進めていきます。 

 

おやつについて 

● おやつ代は保育料に含みます。 
                       

 

 

 

 

                 

年間行事予定 

提供時間：昼食 11：00 夕食 18：30 



 

5. 保育園での安全衛生  
衛生管理について 

保育園では、お子さまが常に健康に生活ができる環境を整えております。食料等の持ち込みは衛

生管理上できかねますが、お持込みが必要な場合は事前に保育士にご相談下さい。 

 

安全管理について 

保育園では、お子さまが安全かつ安心して過ごせるよう、万一に備え万全の体制を整えておりま

す。 

● 送迎時の安全確認 

お子様の送迎は、必ず保護者もしくは予めご登録いただいた方が、責任を持って行って下さ

い。 

保護者以外がお迎えの際は、事前連絡の上ネームプレートをお持ち下さい。 

代理人の方には身分証明書(運転免許証、保険証等)をご提示いただく場合がございます。 

● うつぶせ寝について 

当園ではお子さまの安全確保のため「仰向け寝」を基本とします。 
※下記 URLを参照 

https://drive.google.com/open?id=1nmRR6RyDxhUZAbNxrwGmhayFcD4ZTYi1&usp=drive_fs 
 

 

● けが・病気に対する対応 

当園で万一お子さまがおけがをした場合、病気の症状等が見られた場合は、保護者の方に連

絡し、必要な救急処置を行います。 

● 防犯対策について 
⮚ 出入口→常時施錠し、インターホン対応・視覚による対応を行い、不審者の侵入防止を図ります。 

⮚ 万が一に備え、定期的な防犯訓練を実施いたします。 

⮚ 見守りカメラの導入 

   目的：外部からの当園は安心安全な施設運営への取り組みのため、園内みまもりカメラの導入しており

ます。侵入抑止および園内トラブル（ケガ、不審者侵入）発生時の事実確認ため  

設置場所：各保育室および玄関 詳細につきましては、別途掲示にてお知らせいたします。 

保険について 

事故の発生を未然に防ぐため、万全の注意を払っておりますが、万一の場合に備えて賠償保険に

加入しています。但し、天災等による不可抗力や第三者行為による事故の場合、保険金が支払わ

れない場合がございます。 

 

保険の種類 保育サービス業総合補償 

保険の内容 施設賠償責任保険 生産物賠償責任保険 受託者賠償責任保険  

保険金額 ○賠償責任補償 施設賠償 対人 1 名 2 億円 1 事故 10 億円 

             対物       1 事故 1,000 万円 

        生産物賠償 対人 1 名 1 億円 1 事故 5 億円 

        受託者賠償 保険期間中 200 万円 

 

保険の種類 災害共済給付 

保険の内容 保育園の管理下における児童の災害につき、保護者に災害共

済給付を行う 

保険掛け金額  年額 210 円 

※詳しくは、別途配布する「災害共済給付制度への加入について」をご確認下さい。 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1nmRR6RyDxhUZAbNxrwGmhayFcD4ZTYi1&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1nmRR6RyDxhUZAbNxrwGmhayFcD4ZTYi1&usp=drive_fs


 

 

児童虐待防止法（平成 12 年法律第 82 号）について 

当園は、児童虐待防止法の第 6 条に基づき、地域の相談施設と連携をとっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置す

る福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは

児童相談所に通告しなければならない。 

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十五条の規定による通

告とみなして、同法の規定を適用する。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第

一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 

 



 

 

・溶連菌感染症 

・マイコプラズマ肺炎 

・手足口病 

・伝染性紅斑（りんご病） 

・ウイルス性胃腸炎 

（ノロウイルス、ロタウイルス、 

アデノウイルス等） 

・ヘルパンギーナ 

・ＲＳウイルス感染症 

・帯状疱しん 

・突発性発しん 

 

6.健康管理 
送迎時の留意事項 

● 登園の前にご家庭で検温・視診を行い、連絡帳アプリにお子さまの健康状態やご家庭での様

子を入力下さい。 

● 前夜の異常は必ず保育士にお伝え下さい。 

● 朝の体温が平熱より高かったり、熱が無くても普段と様子が異なったりするときは、お預か

りできない場合があります。 

保育中の留意事項 

● 体温が 37.5℃を超えた場合は、緊急連絡先へご連絡致します。原則として、なるべく早めに

お迎えにお越しいただけるようお願い致します。 

● 体温が 38.0℃以上の場合は至急お迎えにお越しいただき、ご自宅にて静養をお願い致します。 

● 緊急連絡先に連絡がつかない場合やお子様の容態等により、当園の判断にて嘱託医の診察を

受ける場合がございます。ご了承下さい。 

● 一日に何度もおきる下痢の場合は、感染症の可能性があるため、保護者へご連絡のうえ、お

迎えをお願いする場合がございます。また、下痢以外にも、発疹、目やになど、感染性の病

気が疑われる場合には、受診をお願いする場合があります。 

 

保育園での与薬について 

第三者が与薬することは原則禁止されておりますので、当園での医療行為は行いません。なるべ

くお薬はご家庭で投薬していただくようお願いしておりますが、やむを得ずの場合は園までお越

しいただき、直接投薬をお願い致します。 

 

感染症について 

当園では、以下感染症等の症状が見られる場合、登園をお断りする場合がございます。 

症状が現れた時には、早めに医師の診断を受け、必ず園にお知らせください。なお感染症にかか

った場合には、医師の許可があるまでは登園を控えてください。登園を再開する際には、疾患の

種類に応じて「意見書（医師が記入）」または「登園届（保護者が記入）」の提出をお願い致しま

す。(別紙でお渡します。コピーして利用するか、園にも用意してありますので、必要な方はお声

掛けください。) 

意見書（医師記入）               登園届（保護者記入） 
 

・麻しん（はしか）  ・腸管出血性大腸菌感染症 

・インフルエンザ   （Ｏ157、Ｏ26、Ｏ111 等） 

・風しん       ・急性出血性結膜炎 

・水痘（水ぼうそう） ・侵襲性髄膜炎菌感染症 

・流行性耳下腺炎   （髄膜炎菌性髄膜炎） 

（おたふくかぜ）  ・新型コロナウイルス 

・結核  

・咽頭結膜熱（プール熱）  

・流行性角結膜炎 

・百日咳 

 

 

※登園届の病気であっても、園内の感染人数が３名以上の場合は医師の意見書を提出していただ

く場合があります。ご了承下さい。 

又、新型コロナウイルスの流行により、ご家族内で発熱や体調不良の症状がある方がおられると

きは、必ず園に連絡し病院を受診してからご登園頂きますようご協力の程よろしくお願い致しま

す。  



 

7. 保育料・保育時間について  

＜従業員枠＞ 
◆基本保育料金（月極）     

 

◆追加保育料金   

 

 

 

 

 

 
 

 

◆保育時間  

３６５日 ８:００～２２:００の間 
 

＜地域枠＞ 
◆保育料金 

 

豊川市の定める金額 

 

◆保育時間 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育時間 保育料金（０～２歳） 

230 時間/月 36,000 円 

180 時間/月 34,000 円 

130 時間/月 31,000 円 

100 時間/月 ２9,000 円 

時間 料金 

１５分 300 円 

提供する曜日  月曜日から土曜日まで 

通常保育時間 

平日 保育標準時間 ８：００～１９：００ 

保育短時間 ８：００～１６：００ 

土曜日 
保育標準時間 ８：００～１８：３０ 

保育短時間 ８：００～１６：００ 

延長保育 

平日 保育標準時間 １９：００～２０：００ 

保育短時間 １６：００～２０：００ 

土曜日 保育標準時間 なし 

保育短時間 １６:００～１８：３０ 

地域枠 

開所時間 

 月～金曜日 ８：００～２０：００ 

 土曜日 ８：００～１８：３０ 

休園日 

 日曜・国民の祝日に関する法律に規定する休日 

１月２日及び３日並びに１２月２９日から３１日まで 

その他 休園を必要とするとき。(その都度事前に連絡しま

す) 



 

◆その他実費負担費用(税込み) 

 

 

 

 

 

※保育料の年齢は、入園年度の４月１日の前日の満年齢を適用します。 

（年度の途中で誕生日を迎えても変更となりません。） 

  ※従業員枠の方で月極保育時間を超えた分は、追加保育と致します。 

  ※月極保育料には、1 日あたり 1 食（昼食もしくは夕食）おやつ代、ミルク代、園での洗濯

サービス代を含みます。 

  ※ 年 2 回の健康診断、歯科検診の費用も含まれます。  

 

利用者負担額等の納付方法 

従業員枠の方の基本保育料、地域枠の方の追加料金や実費負担費用は、請求書を毎月 20

日頃に発行致しますので、当月 27 日までに口座振替にて自動引き落としになります。必

要書類に記入して下さい。 

口座登録時、登録手数料をご負担いただきます。口座振替登録が間に合わない場合、振込

となる場合がございます。振込手数料はご負担をお願い致します。 

追加保育料、追加食事代については翌月の請求書にてご請求させて頂きます。なお、ご入

金いただきました保育料金は、理由の如何を問わず返金出来かねます。 

記載の内容以外に別途行事や遠足(交通費や入館料など)などでかかる費用につきましては、

必要に応じて別途徴収させていただきます。 

＜昨年度実績＞ 

なし 

 

 

口座登録について 

1. 登録方法は、インターネット口座振替登録のみとなります。（有償） 

2. 1.の受付手数料は、下記のとおりです。 

楽天銀行・PayPay 銀行・GMO あおぞらネット銀行：350 円（税別） 

上記銀行以外：500 円（税別） 

3. 手数料の請求時期は、登録月とは異なります。 

登録後約２か月以内での請求を予定しております。 

(例)4/1 入園の場合 

５/7 までに登録完了されましたら、５月請求分より引き落とし開始でき、登録手数料の請求

は６月となります。詳しくはご請求書をご確認ください。（R6 口座登録手数料 と記載さ

せていただきます。） 

 

※同園内にご兄弟が在籍されている場合は、1 口座のみの登録で構いません。 

  ※本社社内処理のタイミングにより、手数料請求時期が後ろ倒しになる可能性がございます。

上記タイミングは目安としていただけますようお願い致します。 

  ※請求状況につきましては、毎月中旬ごろに発行している請求書でご確認ください。 

 

 

 

 

保護者証ケース 帽子代 連絡袋 災害共済給付保険 

204 円 1,190 円 110 円 210 円 



 

8. 入園までに準備していただくもの・登園時の持ち物 

（家庭から持ってきて、保育園で保管するもの） 
入園までに準備していただくもの 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※持ち物にはすべて名前の記入をお願い致します。 
 

園で洗濯・乾燥をするため、アイロンテープではなく、タグに油性ペンでご記入ください。） 
※嘔吐、下痢で汚れたものは、感染症予防のため、そのままの持ち帰りとなります 

 

● お子さまの状況により、別途持参物をお願いすることがあります。 

● ミルクは園で用意致します。 

● 室内では基本的に裸足で過ごします。 

 

毎日の持ち物 
● １、２歳児 水筒（紐・コップ付きのもの） 

※１歳児の初めは、紐を外して使用します。 

 

※ご家庭⇔保育園の連絡を密に行っていきたいと思います。アプリの利用をしますので、連絡や

詳細をいただければと思います。 

 

持ち物 0 歳 1 歳 2 歳 

タオルケット（掛） 1 1 1 

コットシーツ敷） 

※ゴム付きのもの 
1 1 1 

エプロン 

（シリコンのもの） 

（給食、おやつ用） 

2 2 2 

おしぼり 

（口ふきタオル） 
2 2 2 

コップ 

（食器乾燥機可） 
1 2  2  

私服上下セット 3 3 3 

靴下 0 1 1 

下着（肌着） 

※ロンパース不可 
3 3 3 

フェイスタオル 2 2 2 

ループ付きタオル 1 ２ ２ 

０歳児のみ 帽子・哺乳瓶・マグを保育園で保管しますので、必要に応じて準備

をお願いします。 



 

9.服装について 
 

砂場遊びや、絵具やマジックを使う事があります。汚れても良い服装でお願いしま

す 

 
● 着脱の自立のため、脱ぎ着しやすい上下に分かれた服装でお願い致します。 

 ※オーバーオール・フード付き衣服また、飾りリボンやひも付きのものはご遠慮下さい。 

● 靴は脱ぎ履きしやすい運動靴 

（サンダル・長靴・ブーツ・クロックスは不可です） 
● 髪の毛を結ぶ場合は、誤飲の原因となりますので何もついてない太めのシンプルな物でお願いしま

す。 

又、6～20 ㎜のものは、子どもが口に入れると詰まらせ窒息する恐れがある為、小さいサイズのビニ

ール素材のゴムや切れやすいゴムのご使用はお控えください。 
 

 

 

 

持ち物例 

 

 

 

 

 

 

 

NG例 動きづらい服・装飾の多い服は活動の妨げになります。 
 

 

      フード×       ボタンブラウス×            ニット× 
 
      
  
 
 
 
 
 
    クロックス×      サロペット・ファスナー×     ロンパース× 

※新しい服は購入後一度洗濯した物をご持参ください。 

（色落ち・色移り防止のため） 



 

 

10.ご利用にあたって 
 

・毎月 2０日（※厳守）までに『保育利用表兼請求書』に翌月 1 日～月末日までの勤務シフトを

記載したものを提出していただきます。保育利用表兼請求書は、毎月１５日頃に玄関のレターボ

ックスに用意します。ご自身でお持ちになり、記入後、提出をお願いします。 

※地域枠と従業員枠で用紙が違うので、お間違えの無いよう、お願い致します。 

※職員配置の都合上、ご提出頂いた利用日の追加・時間延長は出来かねますので、利用日を踏ま

え職場のシフトをご調整下さい。 

 

・登降園時に不必要なものは持ってこないようにして下さい。 

・当園では出退勤時刻の記載をアイパットにて行っておりますが、アイパットは破損すると機械

で読み取れなくなってしまい正確な時間を記録出来なくなる為、操作は必ず保護者の方が行って

ください。 

 

ならし保育について 
 

ご利用開始日より月齢やお子さまの様子に合わせて、慣らし保育を行います。 

 

送迎時について 

こちらで用意したネームプレートを首から下げ、必ず保護者の方がお迎えに来ていただくようにお願

い致します。 

お迎え時はインターホンに向けてネームプレートかざして頂き、お名前をお伝えください。 

 

お迎え・欠席等のご連絡について 
 

◎お迎えの時間が変更になる場合は、事前にご連絡下さい。 

◎当日欠席のご連絡は必ずＡＭ9：15 までに園へ電話連絡をして下さい。 

◎当日受け入れは原則行いません。 

◎職員配置の都合上、原則利用表でご提出頂いた利用日の変更は出来かねます。 

職員配置が難しい場合、ご利用や当日の時間延長などのご希望に添えない場合もございますので、あら

かじめご了承下さい。 

◎ご就業以外の日のご利用は下記の時間の範囲でお願い致します。当日お休みの旨を職員にお伝え頂き、

必ず連絡のつく電話番号をお知らせください。 

          

 

 

 

 

 
 

施設の損傷・滅失について 
 

保護者又は園児が故意又は重大な過失により保育園等を損傷又は滅失した場合、保護者はその損害の全部

若しくは一部を賠償していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

就業以外のお預かり 

ご利用可能日  平日  9：15 ～ 15：15 

※土・日・祝のご利用はご遠慮ください。 



 

 

 

 

写真動画掲載について 
例＞ホームページや会社パンフレット等への写真掲載に関して 

本園では、保護者様だけではなく、地域の皆様や本園に入園を希望される方々にも、本園の活動状況を広

く広報することにより、本園の運営に対してよりご理解をいただきたいと考えております。そのため、元

気いっぱいにいきいきと保育園生活を過ごしている園児たちの姿を写真に収め、弊社のホームページ、パ

ンフレットや園内掲示板に留まらず、幅広い媒体に掲載していきたいと考えております 

①写真や動画の内容 

・日ごろの園児の生活や活動の様子 

・行事での保護者様と園児の様子 

・園児の作品や制作物 

(イ)        掲載媒体等 

・会社パンフレット、園紹介パンフレット 

・園内掲示版 

・弊社のホームページ、Facebook、ブログ、Instagram、TikTok、YouTube などネット媒体 

(ウ)        不掲載・訂正・削除 

・同意いただけない場合は掲載・投稿いたしません。 

・掲載・投稿後でもご要望に応じて訂正・削除いたします。 

 

利用終了について 
１．利用資格を喪失したとき 

 ①従業員枠 

  ・イオングループ企業を退社したとき 

  ・イオングループ企業以外の従業員でイオンモール豊川の勤務でなくなったとき  

  ・子ども・子育て支援法第 20 条に定める認定（同法第 19 条第 1 号、第 2 号又は第 3 号 

に掲げるものに限る）が失効したとき 

 

 ②地域枠 

  ・子ども・子育て支援法第 20 条に定める認定（同法第 19 条第 1 号、第 2 号又は第 3 号 

に掲げるものに限る）が失効したとき 

２．保護者様から退園の申出があったとき。 

３．その他、利用継続に重大な支障または困難が生じたとき。 

４．保育料等の支払いを遅延した場合で、支払いを３ヶ月以上滞納した場合 

５．休園期間が４か月以上となった場合 

６．「入園のしおり兼重要事項説明書」に定める内容を著しく逸脱する行為を行った場合 

7．当園の名誉及び信用を傷つけ、または秩序を乱した場合 

 

 

退園・転園について 
 

退園・転園の場合には、速やかに保育園までにお知らせいただくとともに、退園日の１ヶ月前までに、退

園届（保育園書式）をご提出下さい。 

 

 

 

休園について 
休園を希望される場合は、申請月度から最大３ヶ月間となります。休園期間中につきましても、 

保育料(１００Ｈコース)の金額をお支払いただきます。３ヶ月以上の休園の場合は、一旦退園の手続きを

取らせていただきますのでご了承下さい。 

 

 



 

 

各種申請内容の変更に関する手続き 
 

緊急連絡先、妊娠、就労状況、世帯状況など入園時にご提出頂いた書類の記載事項に変更が生じる場合に

は、速やかに保育園にお知らせ下さい。 

 

 

 

育児休業にあたって 
育児休業中の保育については、市の認定基準に準じます。 

育児休業中に上のお子さまをお預かりする場合、1 か月のご利用時間上限を 100 時間としてお預かりさせ

て頂きます。 

その際には、育児休業中と分かる各種証明書をご提出ください。詳しくは園へお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児休業中のお預かり 

 

ご利用可能日  平日 9：15 ～ 15：15 

※土・日・祝のご利用はご遠慮ください。 



 

 

11.要望・相談の受付 
 

保育園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

 

当園ご利用 

相談窓口 

〒530-0003 

   大阪市北区堂島 1-5-17 堂島グランドビル 8 階 

株式会社セリオ 保育事業部  

TEL:06-6442-0600 

12.緊急時等における対応方法 
 

緊急時について 
 

防災・避難訓練は毎月１回行い、日頃から有事の際の動きを確認し、消火器・火災報知器・非常口等の設

置場所や使用方法を把握するように務めてまいります。 

また情報伝達方法、災害時のお迎えルート、園の避難場所等の確認を行います。保育時に、警戒宣言が発

令された場合は、設置主及び保育園の指示のもと、お迎えをお願い致します。 

登園前に発令された場合は、登園をお控え下さい。また天災等によりやむを得ず休園となった場合は保育

園より連絡致します。 

 

 

 

非常災害時の対策等について 

 

非常時の対応 別途定める、消防計画書により対応します。 

災害時の 

避難場所 
イオンモール豊川 専用駐車場 

園児引渡しの方法 お迎えの方を事前に確認しておき、本人確認の上引き渡しを行います。 

   

 

 

災害発生時の保育について 

 災害の発生等により安全な園運営が難しい場合には休園となります。 

 災害の種類と考え方については別紙参照してください。 

 

 管轄する関係機関 

 

消防署 豊川消防署 

警察署 豊川警察署 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:06-6442-0600


 

災害発生時の保育について 
（１）災害の種類と休園の考え方  

   災害の発生等により安全な園運営が難しい場合には休園となります。 

  災害の種類ごとの休園についての基本的な考え方は次のとおりです。各自、豊川市の警報情報などを

ご確認の上、判断をお願いします。 

①  地震       
   ・震度５弱以上の地震が発生した場合は、保育を中止します。登園後の場合は速やかにお迎えをお 

願いします。翌日以降の保育再開については、園からの連絡があるまで中止します。 

   ・南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、警戒にあたりながら、平常通り保育を行います。 

    ※豊川市の判断に準ずるため、変更がある場合は、別途キッズダイヤリーでお知らせします。 

② 台風・雪  
   ・暴風警報または暴風雪警報が発表されている場合は、休園となります。 

③ 風水害等  
   ・★警戒レベル５の緊急安全確保や★警戒レベル５相当の大雨特別警報、氾濫発生情報が発令され

ている場合は、休園となります。 

   ・★警戒レベル４の避難指示や★警戒レベル４相当の土砂災害警戒情報、氾濫危険情報等が発令さ

れている場合は、園の立地場所、周辺の道路状況、周辺河川の氾濫状況等、各園の個別事情を

総合的に判断し、休園となることがあります。 

   ・★警戒レベル３の高齢者等避難や★警戒レベル３相当の大雨警報（土砂災害）、氾濫警戒情報等

が発令されている場合は、園の立地場所、周辺の道路状況、周辺河川の氾濫状況等、各園の個別

事情を総合的に判断し、休園となることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

★警戒レベル 住民が取るべき行動 市の対応  防災気象情報（気象庁） 
相当する 

警戒レベル 

★警戒レベル５ 命の危険 直ちに安全確保！ ・緊急安全確保  

・大雨特別警報 

・氾濫発生情報 
５相当 

★警戒レベル４ 危険な場所から全員避難 ・避難指示  

・土砂災害警戒情報 

・危険度分布「非常に危険」 

・氾濫危険情報 等 
４相当 

★警戒レベル３ 

危険な場所から高齢者等は避難 
・避難に時間を要する高齢者等（乳幼児含む）と

その支援者が安全な場所への避難を準備した

り、自主的に避難するタイミング 

・高齢者等避難  

・大雨警報（土砂災害） 

・洪水警報 

・危険度分布「警戒」 

・氾濫警戒情報 等 

３相当 

★警戒レベル２ 

自らの避難行動を確認 
・ハザードマップ等により避難行動を確認すると

ともに、避難情報の把握手段を再確認するなど 

 

  

・危険度分布「注意」 

・氾濫注意情報 
２相当 

・大雨注意報 

・洪水注意報 等 
 

★警戒レベル１ 災害への心構えを高める   

・早期注意情報(警報級の可能

性) 
 

 

 

 

 

 

■避難情報と防災気象情報を５段階に整理したレベル表（段階的に発表される防災気象情報と住民が取るべき行動等） 

※警戒レベル３・４であっても、自動的に休園の措置となるわけではありません。 

気象状況、被災状況、園の立地場所、周辺の道路状況、周辺河川の氾濫状況、職員の体制、各園の個別事

情などを総合的に勘案し、安全な園運営が難しい場合は、休園・降園措置となりますので、園からキッズ

ダイヤリーでお知らせします。 



 

（２）対応  
 ＜登園していない時に休園となった場合＞ 

   休園となった場合は、登園しないでください。 

   開園（再開）する場合は、キッズダイヤリーでお知らせします。 

 

  ＜登園後に休園となった場合＞ 

   休園となった場合はキッズダイヤリー等でお知らせしますので、お迎えに来ていただき降園してく

ださい。 

   ただし、市内の交通状況や園周辺の状況によっては、お迎えが難しいことも想定されますので、そ

の場合は、園にご相談ください。 

 

  ＜休園後に開園（再開）する場合＞ 

   地震後、または地震情報発表後に園の安全が確認された場合や、発令中の警報等が解除されたり、

警戒レベルが下がったりした場合は、その時間によって開園（再開）となり、キッズダイヤリー等

でお知らせします。 

   ただし、被災状況、周辺の道路状況、職員の体制などによっては、開園（再開）ができないことも

あります。ご家庭での保育が可能な場合はご家庭での保育を優先してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜連絡手段＞ 

   園からの情報発信は、基本的にキッズダイヤリーで行います。なお、災害時は、電話による連絡が

難しくなることも想定されます。避難情報や防災気象情報を的確に把握していただくため、豊川市

防災アプリの登録をお願いします。 

【豊川市防災アプリインストール方法】 

   App store・Google play から「豊川市防災アプリ」と検索していただくか、以下の QR コードか

らインストールできます。 
 

 

  

 

 

 

   

 

                      iPhone      Android 

 

 

 

 

 

 

 

   解除時間 実施内容 

保育 

午前 6 時 0０分までに解除された時 平常通り保育を行います 

午前６時００分以降に解除された時 

解除後２時間後から保育を行います 

※ご家庭での保育が可能な場合はご家庭で

の保育を優先させてください 

給食 

午前９時までに解除された時 保育園で給食を用意します 
（※被災状況によっては給食を用意できない場合があります） 

午前９時以降に解除された時 

給食は中止とします 

※ご家庭での保育が可能な場合はご家庭で

の保育を優先させてください 



 

 

『J アラートが送信されたとき』 
・ J アラートシステムによりスマートフォン等に緊急メールが送信された場合、安全が確認され

るまで保育園の登園を控えていただく場合があります 
「とよかわ安心メール」https://mail.cous.jp/toyokawa/ 

・ 利用登録をしておくと、防災情報や気象情報をいち早く知ることができます。 

 

火災や地震で園内に留まることが危険と判断された場合は下記が避難場所となります。 

 

   

 

 

 

園外に避難の際は、玄関前に避難場所の掲示をしますので、避難先までお迎えをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオンモール豊川  

         晴天時 E 駐車場付近  雨天時 A 駐車場付近 

 

https://mail.cous.jp/toyokawa/


 

 

エンジェルキッズ豊川園 

〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町兎足１−１６ 

TEL 0533-95-1655 

FAX 0533-95-1655 

 

 

 

 

 


